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�愛媛県告示第１１５９号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町御内１７６から１８２まで、１６７８から１６８３まで、１６９０、

１６９５、１６９７、１６９８、１７０３から１７０５まで、１７０７、１７０９から１７２０まで、

１７２２、１７２３、１７２５、１８３６、１８４３から１８４７まで、１８４９から１８８５まで、

１８８７から１８９３まで、１８９５の１、１８９５の２、１８９６の１、１８９６の２、

１８９７の１、１８９７の２、１８９８から１９０７まで、津島町槇川２１６４から２１

�愛媛県告示第１１５８号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

４０１ 菅 野 武 志 大洲市肱川町名荷谷７１
２番地３５ １ 採取

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木の
育成

大洲市肱川町名荷谷

毎週（火・金）曜日発行 第２５１６号 平成２５年１０月２５日

平成２５年１０月２５日金曜日 第２５１６号
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７１まで、２１９９の１、２１９９の２、２２１５から２２２１まで

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１６０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、法務省民事局松山地方法務局長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（登記所備付地図作成に伴う基準点設置

作業）

２ 作業期間 平成２５年１１月５日から

平成２６年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市岩崎町一丁目、岩崎町二丁目、南町一丁目、

南町二丁目、上市一丁目及び上市二丁目の全部

�������
�愛媛県告示第１１６１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、砥部町長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量、写真地図作成）

２ 作業期間 平成２５年５月２８日から

９月３０日まで

３ 作業地域 砥部町（旧砥部町域）

�������
�愛媛県告示第１１６２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業松山公共下水道（松山市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和３３年１０月１５日から

平成３１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第１１６３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業北条公共下水道（松山市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和５１年２月２４日から

平成３１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�愛媛県告示第１１６４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の５第２項の規定により株式会社建築構造センターから構造計算適合性判定の業務を行

う事務所の所在地の変更の届出があったので、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定（平成２３年１０月愛媛県告示第１２５２号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 ２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地 名 称 事務所の所在地

省略 省略

神奈川事務所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目３番１９号 神奈川事務所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３９号

省略 省略

山陰事務所 省略 山陰事務所 省略

愛 媛 県 報平成２５年１０月２５日 第２５１６号

８５４
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�愛媛県告示第１１６５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

岡山事務所 岡山県岡山市北区丸の内二丁目１２番２０号

省略 省略

南九州事務所 鹿児島県鹿児島市東千石町１番３号 南九州事務所 鹿児島県鹿児島市中央町９番１０号

省略 省略

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２１）第１５６０５号 平成２１年
８月５日 三星プラント� 横井 勝実 新居浜市多喜浜６－１０－

２３
平成２５年
９月３日

土木工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２１）第８６６０号 平成２２年
２月２２日 �鈴木善次郎商店 鈴木 恭一 四国中央市土居町小林１１

８５
平成２５年
９月１２日

建築工事業
内装仕上工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線
今治市杣田字高田乙６６２番１から

同市杣田字窪甲１００番９まで

旧 ６．０～１４．４ ０．２７３

新 １４．４～３４．４ ０．２７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市杣田字高田乙６６２番１から

同市杣田字窪甲１５０番１まで
平成２５年１０月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市大三島町宗方６８００番２から

同町宗方６８１５番２まで
平成２５年１０月２５日

愛 媛 県 報平成２５年１０月２５日 第２５１６号

８５５
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�愛媛県告示第１１６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市吉久土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２５年１０月２５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

退 任

�������
�愛媛県告示第１１７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

夫婦山土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届出が

あった。

平成２５年１０月２５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第１１７２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年１０月２５日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年１０月１７日

３ 指定道路の位置

西予市宇和町坂戸５９２番１の一部及び５９３番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ７３．５９メートル

� 幅員 ４．８０メートル

�愛媛県告示第１１７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 〃
今治市大三島町宗方６８２４番２から

同町宗方６８３７番２まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 茂 樹 東温市吉久２７６１番地１

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 西 崎 伸 承 松山市上伊台町７４４番
地

松山市上伊台町７４４番
地１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線 松山市古川北一丁目５２番７ 平成２５年１０月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市五反田２番耕地１４２８番１地先から

同市五反田２番耕地１４２４番１まで

旧 ９．４～２０．６ ０．１５４

新 ９．８～２９．７ ０．１５４

〃 八幡浜三瓶線
八幡浜市五反田２番耕地１４２４番１から

同市五反田２番耕地１３３８番９４まで

旧 ８．７～２１．０ ０．１９５

新 １０．４～２１．４ ０．１９５

愛 媛 県 報平成２５年１０月２５日 第２５１６号

８５６



公 告

�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

一般県道岩城弓削線岩城橋詳細設計委託業務

� 業務内容

一般県道岩城弓削線岩城橋詳細設計委託業務公募型プロポー

ザル手続等に関する説明書（以下「説明書」という。）による。

� 履行期限

平成２７年２月２８日

２ 技術提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「その他」

について平成２３年度から平成２５年度までの製造の請負等に係る一

般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、「特定調

達参加希望」の登録をしている業者で、次に掲げる要件を全て満

たすもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限の

日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者

であること。

� 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続

開始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定

による更生手続開始の申立てがなされていないこと（民事再生

法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生

計画認可の決定を受けている者を除く。）。

� 技術提案書の受領の期限の日から起算して過去１５年間に支間

長が２００メートルを超える橋梁の詳細設計業務の実績を有する

者であること。

� 次の要件を全て満たす管理技術者及び照査技術者を配置する

ことができる者であること。

ア 技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート）に係るもの

に限る。）若しくはＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート部門

に係るものに限る。）の資格を有する者又はこれに準ずる者

であること。

イ 技術提案書の受領の期限の日から起算して過去１５年間に支

間長が２００メートルを超える橋梁の詳細設計業務の実績を有

すること。

３ 技術提案書の提出者を選定するための項目

� 参加表明書の提出者の実績

� 配置予定技術者の資格、実績及び手持ち業務の状況

� 業務の実施体制

４ 技術提案書を特定するための評価項目

� 提出者の実績

１で示した業務と同種又は類似の業務の実績

� 配置予定技術者の経験及び能力

配置予定技術者の資格、実績及び手持ち業務の状況

� 業務の実施体制

企業内における業務を実施する組織及び連携の取組の状況

� 業務の実施方針等

１で示した業務に関する理解度及び実施手順、工程計画等の

妥当性

� 技術提案

評価テーマに関する技術提案の的確性、実現性及び独創性

� コスト

業務コストの経済性

５ 手続等

� 担当部局

愛媛県土木部道路都市局道路建設課橋梁係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２７１５

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

平成２５年１０月２５日（金）から１１月１１日（月）までの執務時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成２５年１１月１１日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 技術提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成２６年１月１４日（火）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

６ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県土木部道路都市局道路建設課橋梁係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２７１５

� その他
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選挙管理委員会告示
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詳細は、説明書による。

７ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Detailed

design work on the Iwagi Bridge（General Prefectural Road

Iwagi―Yuge Line）

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１１ November

２０１３

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，

１４ January２０１４

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Bridge Section，Road Construction Division，Road

and Ci ty P lann ing Subdepar tment， Pub l i c Works

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７１５

�愛媛県選挙管理委員会告示第８１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２５年１０月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第８２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２５年１０月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第８３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２５年１０月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

宇都宮むねやす後援会 宇都宮 宗 康 村 田 泰 志 大洲市柚木１０３５－８ 平成２５年９月２０日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

西条一心の会 会 計 責 任 者 福 應 源 輝 白 石 浩 司 平成２５年９月２日

国際勝共連合愛媛県本部 主たる事務所の所在地 新居浜市若水町２－３－１０７２ 新居浜市泉池町４－１６４ 平成２５年９月３日

頑張れ日本！全国行動委
員会・愛媛県本部 会 計 責 任 者 平 野 忠 彦 堀 江 賢 治 平成２５年９月９日

四国税理士政治連盟愛媛
県支部 会 計 責 任 者 � 井 廣 志 河 内 泉 平成２５年９月９日

民主党愛媛県第４区総支
部 代 表 者 都 築 旦 永 江 孝 子 平成２５年９月１１日 政党の支部

自由民主党伊予市支部 主たる事務所の所在地 伊予市下三谷１６３１ 伊予市下吾川１５６８－１－２ 平成２５年９月１９日 政党の支部

代 表 者 日 野 健 平 岡 一 夫

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

宇都宮 宗 康 大洲市議会議員 宇都宮むねやす後援会 大洲市柚木１０３５－８ 宇都宮 宗 康 平成２５年９月２０日
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年１０月２５日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

循環器対応超音波診断装置の購入

� 購入物品名及び数量

循環器対応超音波診断装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２６年２月１２日（水）まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２５年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２５年１１月２０日（水）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２５年１２月４日（水）か

ら平成２５年１２月６日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１２月６日は午

前９時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２５年１２月６日（金）午前９時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２５年１２月６日（金）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２５年１１月２０日（水）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

愛 媛 県 報平成２５年１０月２５日 第２５１６号
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び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Cardiovascular ultrasound imaging equipment system，１ set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，６ December２０１３

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２５年１０月２５日 発行
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